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　　　　　　　　　　　　　　　　 周礼と洛陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐原 康夫

は じめに

　 東アジアの都城の歴史 を考える上で、 『周礼 』の扱 いは厄介である。 『周 礼 』冬官考工

記匠人の条に見える、天子の城が 「方九里、労三 門、九経九緯、左祖右社、面朝後市」で

あるという記述は、中国における都城の理念 を具体的に示 しているとされる。 しか し現実

に存在する中国歴代の都城は、決 して 『周礼 』の記載の通 りには造 られていない。 もちろ

ん当て はまる点 もあるのだろ うが、付会すれ ば部分的に当た らぬで もないとい う程度であ

る。理念 と現実の乖離というだ けでは、納得のいく説明にはな るまい。現実の都城を支え

た思想や理念 と 『周礼』の関係 を、改めて考えてみ る必要がある。

　 『周礼』は儒家の経典の中で最 も遅れて前漢末 に出現 し、王葬によって政治的に利用さ

れた、いわ くつきの書である。'対立する学派か ら 「六国陰謀の書」 とまで言われたこの書

が、正統な経典 としての地位 と権威を確立 したのは、鄭玄 ら漢儒 の訓詰学的研究の結果で

あった 〔注1〕 。 さらにそ の解 釈が他の経典 と整合され、テキス トとして完成 され るには、

『五経正義 』を始 めとする唐代の国家的編纂事業 を待たねばな らなか った。 このような

『周礼 』の解釈史は、漢長安城か ら唐長安城に至 る現実の都城の歴史 と完全に並行する
。

都城の思想や理念の歴史は、　 「は じめに 『周礼 』あ りき」 といった安易な理解では、もと

もと語 り得ないことになる。

　 さ らに、　 『周礼 』に見える都城 は、直接 には周公が造営 した理想の都、洛 邑の姿を述べ

ている ことにも注意すべきである。周公の偉業 は後世の洛陽の原点 として絶えず振 り返 ら

れ、各王朝にお いて洛陽は、首都であるか否か に拘わ らず、常に特別な場所であ り続けた。

中国にお ける都城の理念を考える時、洛陽の持つ このよ うな特異な重み を忘れてはな らな

いだろう。

　そ こで本稿では、 『周礼 』など儒家の経典g)解 釈史 と洛 陽の歴史 とを重ね合わせること

によって、天子の都城がいかにイメー ジされ、語 られてきたのか を探 ってみたい。その作

業を通 じて、中国における都城の理念の一端な りとも明 らかにできれば と思 う。まず前提

として、周公の伝説に彩 られた洛邑か ら漢代の洛陽に至 るまでの、歴史的変遷 を整理して

お こう。

1洛 邑か ら洛陽へ

(1)洛 陽周辺の城郭遺跡

　現在 の洛陽市の東方 には、便師の商城か ら漢魏洛陽城、階唐洛陽城 に至るまで、大規模

な城郭遺跡が分布 している。 しか し西周初期 に造営されたとされる、周公の洛 邑がどこに
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あったのかは判然 とせず、同時代の墓葬などの分布か ら推定されるだけである。 いまロー

タール ・フォン ・ファルケンハウゼ ン氏の近著に載せる簡潔な地図 〔注2〕 を掲 げ、考古

学的な調査に基づ いて、西周 の洛邑か ら漢代の洛 陽に至 るまでの変遷を整理 しておきたい。

　地図の西端で洛河の北、澗河の東岸 に位置するのが、東周の 「王城」に比定される春秋

戦国時代の城郭である。戦国後期に周が東西 に分裂 した際 に 「西周」 と呼ばれたのが、こ

の城郭であろう。その城内西南部には、漢代 に縮小 された城郭があ り、河南県城 に比定 さ

れる。一一方、地図の東端 に位置する漢魏洛 陽城の城内北部、金村周辺 にも、春秋戦国期 の

墓葬などが分布 している。 この時期 の城郭は確認されていないが、戦国末に滅亡 を迎える

まで 「東周」と呼ばれた城郭が このあた りにあった可能性が高い。

　問題は、西周前期の洛 邑の位置が依然 として不分明な点である。 この時期の墓葬や集落

遺跡は、　 「王城」や漢魏洛陽城 内ではほとんど見当た らず、郎山の麓か ら洛河まで、涯河

沿いに分布している。特 に北窪 の墓葬群は洛陽周辺の西周墓のほとんどを 占め、青銅器 の

鋳造遺跡 とも近いことか ら、涯河の下流域が西周時代に重要な地区だった ことが推測 され

る。少 し東方には、西周に服属 した 「股の遺民」の墓地も見 られ る。渥河周辺は、周公の

洛邑や成周の故地 として最 も有望視される場所である。ただ しここは洛陽老城 と呼 ばれる

洛陽旧市街地にあた り、残念なが ら大規模 な発掘調査は今後 とも期待できそうにない。

　 この ような地理的位置関係 とともに、 この地域の西周時代のわか らな さを念頭 に置いて、

次 に 『史記』を始め とする文献史料か ら、洛 邑か ら洛陽への歴史的沿革 をたどってみよ う。

(2)洛 邑造営

　 『史記 』巻4周 本紀によれば、周の武王は般を滅 ぼした後 、　 「周居 を維 邑に営みて後

去」 った。　 『春秋左氏伝』桓公2年 に 「武王商 に克 ち、九鼎を維 邑に遷す」 とあ り、杜

預 は 「時に但だ洛 邑を営むのみ、いまだ都城あ らず」 と注 して いる。すで に武王の時代か
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ら、洛 邑の地 に周の東方経略の拠点づ くりが始 まった と考 えられていた ことがわかる。

　続けて周本紀 には、

　　成王豊に在 り、召公をして復た洛 邑を営 ましめ、武王の意の如 くす。周公復た ト

　　 して 申視 し、卒 に営築して九鼎を居 く。曰く 「此れ天下の中、四方入貢するに道

　　里均 し」と。召諾 ・洛詰を作 る。成王既 に股の遺民を遷 し、周公王命をもって告

　　 ぐ。多士 ・無秩 を作る。

とある。この記事は基本的に 『尚書 』召i浩・洛詰に重なる 〔注3〕 。召諾によれば、成王

か ら派遣 された召公が適地 を トし、 この 「新 邑」に城郭を築くため、周公が諸侯 らに工事

を割 り当てた。 また召誰では、 この洛邑は 「土 の中」、すなわち大地の真ん中に位置する

とされる。 これ は周本紀で、洛邑を 「天下の中」 とす るの と対応 している。ただ し 「四方

入貢するに道里均 し」 とい う言葉は、漢 の高祖 に長安への遷都を勧めた婁敬の言葉 の中に

似た表現が知 られ るばか りで ある。

　 この新邑造営について、周公が成王に復命 したのが洛諾である。澗水 の東で涯水の東西

に適地を トしたと記されるのが、前節の遺跡分布な どと関係 して注 目される。司馬遷は取

り上げていないが、洛詰の序 は 「召公既 に宅を相 し、周公往 きて成周を営み、使い来た り

て トを告 ぐ」 という由来 を述べる。 さらに多士篇の序 には、　 「成周既に成 り、股の頑民を

遷す。周公王命をもって詰す」 とある。で は洛邑と、股の遺民 を移住 させた 「成周」は同

一の都城なのか、それとも別個の ものなのか。実 は 『尚書 』だけでは判然 としない。

(3)成 周か ら洛陽へ

　紀元前771年 、幽王が殺 されて西周は滅亡する。諸侯が擁i立した平王が洛 邑に移 り、

春秋時代が始 まった。　 『史記』周本紀は 「平王立ちて維邑に東遷 し、戎竃 を辟」 けたとす

る。　 『左伝』昭公26年 は周の王子朝の言 として、　 「王嗣 を建てて郊廓に遷 る」 と記して

いる。 ここに見える 「郊辱1～」 は、同 じく宣公3年 に成王が鼎 を定めた場所 とされている。

杜預は これを、澗水のほとりに築かれた 「王城」であるとしている。

　その後洛 邑の周辺が史料 に登場す るのは、東遷後250年 ほどを経て、春秋末年に起 こ

った周 王室のお家騒動 の時で ある。前述の周の王子朝 こそ 、その張本人であった。・『史

記 』周本紀 によれ ば、 ことの顛末は次のよ うである。前520年 に周の景王が崩 じた時、

後嗣が定 まっていなかったため、王子の間で継承争いが生じた。国人が景王の長子を立て

たが、晩年の景王に愛されていた王子朝が これ を殺 した。その後王子朝 と、晋が介入 して

擁i立した敬王との間で、長 く抗争が続 いた。 この間に敬王は、政情不安の続く 「王城」を

避 けて、晋をはじめとする諸侯 の力で成周に築城 して いる。 これが、漢魏洛陽城内に位置

した とされる城郭であろ う。

　前4世 紀 の末、報 王の時代 に周は東西に分裂 し、王のいた王城が西周、成周が東周 と

呼ばれた。東周 と西周が戦 うこともあったよ うである。前3世 紀になると、西方か らの
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秦の軍事的圧力には抗すべ くもな く、報王の死(前256)と ともに西周の住 民が東 に逃亡

し、まず西周が秦のものとなった(『 史記 』巻4周 本紀)。 さらに秦の荘裏王元年(前

249)、 秦は呂不章を派遣 して東周 も滅 ぼし、三川郡 を置いた(同 、巻5秦 本紀)。 ここ

に周は名実ともに滅び去 り、東周は洛陽県 、西周 は河南県 となって、呂不章は両県の十万

戸を合わせて文信侯 に封ぜ られた(同 、巻85呂 不章列伝)。 これが 「洛 陽」 という地名

の正式な始まりである。

　 さらに秦の滅亡後、蝦丘 申陽が項羽 によって河南王 に封ぜ られ、洛 陽を都 として いる

　(r史 記』巻7項 羽本紀〉。高祖5年(前202)、 漢の高祖は洛陽に都 を置き、　 「南宮

に置酒」 している(『 漢書』巻1高 帝紀 下)。 南宮 はその後 も洛陽の主要な宮殿名 とし

て登場するか ら、漢代の洛 陽城の基礎は、すでに統一秦の時代か ら整え られていたと考え

られる。 しか し高祖 は、婁敬の進言に従 って長安 に都 を移 した。　 「周のよ うに何世代 にも

わたって徳を積んで天下を取った王な らば、交通の便利な洛陽に都を置 くこともできよ う

が、高祖のように力ず くで天下 を取った無徳 の王ではかえって滅びやすい」 とい うあけす

けな進言は、高祖にまつわ るエピソー ドとして知 られるだけでな く、帝王の都の立地 を語

る前例 として後世にも影響を与えている 〔注4〕 。

　 では、天子の都 はいか にあるべきだ と考 え られためだろうか。以上のよ うな洛 陽の沿革

を踏まえて、次に漢儒 の説をた どってみよ う。

1置天子の都城をめぐる学説

(1)公 羊家の説

　儒家の学説の中で、天子 と公 ・侯 ・伯 ・子 ・男 の五等爵の身分をどのように序列化す る

かは、礼制の根幹をなす といっても過言ではない。それぞれの爵位 に伴 う城郭 の大きさも、

その大きな要素である。まず前漢時代に主流 とな った今文学 の説を見てみよ う。

　 『春秋公羊伝 』定公12年 に、孔子の言 として 「邑に百維の城な し」 とい う。何休の注

によれば 「百維 の城」 とは、

　　凡そ周十一里三十三歩二尺。公侯 の制な り。礼、天子 は千維。蓋 し百維 の比十。

　　伯は七十維、子男は五十雑。天子 は周城、諸侯 は軒城。軒城 とは南面を欠きて以

　　て過 を受 くるな り。

とす る。 これ によれ ば、 「百雑の城」 はだいたい方3里 弱、公 ・侯の身分の城郭である。

伯と子 ・男はそれぞれ逓減 され る。 これ に対 して天子の城は百雑の10倍 、すなわち方30

里弱。一辺が12kmほ どに相当するか ら、途方 もな く巨大な都城 となる。その反面、公

以下の身分ではかな り小さく、漢代では中規模 の県城程度の規模 とな る。次いで周城と軒

城については、天子の城が四面を城壁で囲んだ城郭であるのに対 して、諸侯の城は城郭の

南面がないのだ という。天子 のとがめを受 け入れ るためだ とされて いる。

　 このよ うに公羊家 は、思想的 とい うよ りも空想的な説 を立てている。唐 ・徐彦の疏 は
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「軒城」につ いて、　 「昔の城にはそのような例がな い。孔子が法 を設 けた としても、後世

の人にはそれが適用できなかったのだ」 とす る。そ して折衷的な解釈 として、南面 に防御

設備がなければ、四面 に城壁 を設けてもよいのではないか としている 〔注5〕 。

　 『説文解字』五篇下 に、　 「軟は訣な り。古えは城その南方 を閾 く。 これを軟 と謂 う」 と

ある。　 『説文 』以外の文献に用例を見ない文字だが、明 らかに公羊伝の軒城を指 して いる。

また 『白虎通 』の秩文に 「天子 を崇城 とい うは、崇高なるを言 うな り。諸侯を干城 という

は、敢 えて 自ら専 らにせず、天子を禦 るな り」 とある(『 初学記 』巻24引)。 　 「干城」

はやは り公羊伝の軒城 と関係 していそ うである。出典が 『白虎通 』であるのが事実だ とす

ると、後漢王朝の公式的経典解釈 に、公羊家の軒城の説が影響 していた ことになる。

　 ところで 「百雑の城」の 「維」 とは、単なる長 さではな く、城壁の高さや長 さに特化 し

た単位であ り、矩iの下 に堵、版 または板 という下位の単位がある。公羊伝の何休注では、

「板」が8尺 、堵が5板 で40尺 、維が5堵 で200尺 となる。 しかし 『春秋左氏伝』では

異な り、長さ1丈 ・幅2尺 の板 を5段 積み重ねて、長さ ・高さ各1丈 の城壁 を堵、3堵

の城壁を雑 とす る。すなわち高さ1丈 、長 さ3丈 の城壁が1雑 となる 〔注6〕 。

　 『左伝 』隠公元年に、鄭の荘公が次男 に京 という邑を与えた ことを祭仲が諌めた言葉と

して、　 「都城百雑 を過 ぐるは国の害な りの 先王の制、大都は参国の一・、中は五の一、小は

九の一」 という。鄭玄によれ ば、鄭は伯爵の国で あるか ら国都は方5里(=1500歩)、

大都はその三分の一で500歩 となる。それが100維 に当たるか ら、1維 は5歩(=3丈)

となる 〔注7〕 。公羊伝 とは維のサイズの理解が異なるだけでな く、　 「百雑」が城郭の周

長か、一辺の長 さかの解釈 も異な っている。

　 矢佳は、両脇に板 をあてがって土を固め、城壁を築いてい く版築の作業に沿った単位であ

るが、その解釈は結 局、君主の身分によって定め られた 「方何里」 という城郭のサイズと

不可分 に結びついている。では、 『左伝 』と並ぶ古文学派のテキス トである 『周礼』には

はどのように書かれているか、鄭玄の解釈 を中心 に見直 してみよう。

　(2)鄭 玄の 「両解」

　　『周礼』は周公が作った官制 を記 した経典 とされ る。天官家宰に、　 「惟王建国、弁方正

位、体国経野、設官分職」 とある。鄭玄の注 によれ ば、　 「惟王建国」 は周公が洛邑を造営

した こと、　 「弁方正位」 は測量 を行 って正 しい方位 を定めること、　 「体国経野」は方九里

の都城 を営んで農地や集落 を整える こと、　 「設官分職」は天地春夏秋冬の六官を立て るこ

とである 〔注8〕 。 また地官大 司徒によれば、　 「土圭の法」 をもって影の長さを測 ること

によ り、大地の中央 を求めて国都 を築き、 これ を中心 として王畿の方千里を正 しく区画す

るとされている 〔注9〕 。国都 の造営 に実際 に携わ るのが、冬官考 工記に記される 「匠

人」である。

　 匠人の条は3段 に分かれ、　 「国 を建て る」 として城郭造営のための測量 、　 「国を営
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む」として城郭 と門 ・道路、堂室の規格などを記す。　 「方九里、労三門」、　 「九経九緯」

な どの記述があま りにも有名で ある。3段 めは 「溝油をつ くる」 として、国都の外の農地

や集落の区画づ くりを述べ る 〔注10〕 。 このよ うな匠人の任務は、前述の 「弁方正位」

「体国経野」 を具体化 したものといえよう。

　 『周礼 』に見える王都の造営は、大地 の中央 に城郭 を設けるとす る点で、前章で検討 し

た 『尚書』の洛 邑造営 に通ず る。ただ し 『尚書 』が 占 トによって河川を中心 とした適地 を

選んでいるのに対 して、 『周礼 』は 日の影の長 さを計測することによって大地の中央 を割

り出す ことが前面 に出てお り、相違が見 られ る。 また匠人の条では、天子 の城だけでなく

諸侯の城 に関する言及が見 られ るものの、爵位による格差 を明瞭に示 していない。

　 『周礼 』春官典命では、諸侯 の爵位 による 「国家宮室車旗衣服の礼儀」の違いが、公は

九、侯 ・伯は七、子 ・男は五で示 される。 とす ると、鄭玄注が述べるように、公の城は方

九里、侯 ・伯は方七里、子 ・男 は方五里 ということになる 〔注11〕 。 また 『尚書大伝 』

には 「百里の国は九里の城、七十里の国は五里の城、五十里の国は三里 の城」 とあ り、匠

人や典命 の どち らとも食い違 っている。要す るに、天子 と公侯 伯子男 の身分 に九 ・七 ・

五 ・三の数字 を どう当てはめるかについて 、漢代 まで様々な説があったので あ り、　 『周

礼 』匠人の 「方九里」もその一つだった と考え られ る。

　 しか し同じ 『周礼 』の中で 「方九里」の城が、匠人では天子 にあて られ、典命では公の

爵位にあて られているのは、重大な齪歯吾というべきである。鄭玄は前掲の 『尚書大伝 』の

注で、　 「周礼の匠人では天子の城 を方九里 としてお り、大国の城 を方 九里 とす る尚書大伝

の説は疑わ しい。天子の城が九里、諸侯 の城が七里、五里、三里とすべ きではないか。あ

るいは、天子の城は実は十二里、諸侯の城が九里、七里、五里 ということもあ り得る」 と

している 〔注12〕 。

　　『詩経 』大雅 「文王有声」に、周の文王が豊に城 を築いた ことを述べて 「築城伊減、作

豊伊匹」 とい う。　 「減は成 の溝な り」 とする毛伝 に対 して、鄭玄の箋 は 『周礼』匠人の溝

漁の段に基づいて、　 「方十里 を成 とい う。減はその溝な り」 と注 し、文王は天命を受けて

いたが、殼の天子 に遠慮 して、諸侯よ り大き く、天子 より小 さい方十里の城 を豊に築いた

のだと述べ る。疏が指摘す るよ うに、 これは天子の城 を方十二里 とする解釈に基づ く。 し

か し鄭玄 自身、前掲の 「雑」の解釈の中で鄭伯の城を方五里として いるか ら、その上の公

の城は方七里、天子の城は方九里 とな ろう。結局、鄭玄 は天子の城 を方九里 としてみた り、

方十二里 としてみた りしていたことになる。

　　r五経正義 』を始め とする唐代の疏 は、 このよ うな鄭玄の 「両解」 について、その根拠

が 『周礼 』匠人 と典命それぞれ の本文にある以上、両方の解釈が等 しく成 り立つとする立

場 を取る。典命の文に直接城郭について明記されているわけではないか ら、城郭のサイズ

については例外だったのではないか、 とか、匠人の 「方九里」は周代の制度ではなく、前

代の夏 ・股 の制度だったのではないか といった 、苦 し紛れの憶測 を記 しつつ も、　 「方 九
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里」に関連す る様々な経書の翼 述すべてに、鄭玄の 「両解」 を併記 している 〔注13〕 。

これは、経書の本文を疑 うことが許 されず、漢儒、特に鄭玄の説が絶対 に近い権威 を持っ

ている、いか にも唐代の訓詰学 らしいところである。

　 とはいえ、南北朝時代 には天子の城 を方九里 とするのが長 く 「定説」であった ことを考

えれば、 このよ うな 『五経正義 』の立場はいささか新奇である。む しろ鄭玄の 「両解」を

何百年ぶ りかで再発見 し、それ に徹底 して こだわった といった方がよいか もしれない。そ

の結果 、 『周礼』匠人の条の 「方九里」は正 しいとも誤 りとも判断できず、ただ 「そ う書

いてある」 というほかはない。それが唐代の公式的解釈で あった。

(3)東 都洛邑

　漢唐 の経典研究の中で、　 『周礼 』に描かれ る理想の都城造営と官制は、いうまで もな く

周公の事績 として考え られてきた。 しか し前章で見た 『尚書』の記述では、周公 と洛 邑、

成周の関係が不明瞭である。 ま起 『史記 』巻4周 本紀で、太史公が 「学者皆な周、紺を

伐ちて洛 邑に居 ると称す。その実 を綜ぶれば然 らず」 と注意を促 しているように、西周時

代の史実 としては、周王は相変わ らず陳西の豊 ・鏑 に居を構えてお り、洛 邑または成周が

首都 として機能 した とはいえない。 しか し、漢の高祖に長安遷都 を勧めた婁敬の言には、

「武王が股 を滅 ぼし、周公が洛邑を営んだが、徳が衰えて東西に分裂 してしまった」 とし、

周が終始洛邑を都 としたよ うに書かれて いる 〔注14〕 。おそ らく 『周礼』が世に出る前

か ら、　 「学者」 はこのよ うな誤解 を広 く共有 していた と考 えてよい。

　 『漢書』巻28地 理志下 は、　 「昔周公 は大地 の中心 に洛邑を営み、諸侯を四方 の藩屏 と

した。洛邑と宗周それぞれ の封畿 を合わせて、方千里の領土が東西に長 く南北に短 い形に

なっていた」 とす る。 また地理志上の河南郡では、洛 邑は郊鄙の地で、武王と周公 によっ

て営 まれた 「王城」、すなわち漢代の河南県にあたるとする。一方成周 については、周公

が股の遺民を移住 させた場所で、春秋時代 に晋が敬王のために城郭 を拡張 した として、漢

代の洛陽県に結びつけている 〔注15〕 。 これ らの記事 は、 『尚書 』や 『左伝 』の記事 を

簡潔 にまとめた考証である。

　 『毛詩注疏』の王風 の疏に引く鄭玄 「王城譜」は、

　　王城 とは、周の東都、畿内方六百里の地。 ……始め武王邑を鏑京に作 り、 これ を

　　宗周 と謂い、これ を西都 となす。周公摂政の五年、成王豊に在 り、洛邑に宅せん

　　 と欲 して、召公をして先 に宅を相せ しめて既 に成 る。 これを王城 と謂い、 これ を

　　東都 となす。今河南 これな り。召公既 に宅を相 し、周公往きて成周 を営む。今洛

　　 陽これな り。成王洛 邑に居 り、股の頑民 を成周 に遷 し、復た西都に処る。

という。見 られ るように、河南県 の起源 を洛 邑に、洛陽の起源を成周 に求め る点で 『漢

書』地理志 と共通する。洛邑を東都 とする ことは、鄭玄の師にあたる馬融 も述べてお り、

「王国は東都王城、今河南県 これな り」 とす る(『 尚書 』召諾疏引)。　 『孝経援神契』の
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ような緯書にも 「八方の広、周洛を中となす。 ここにおいて遂 に新邑を築き、営みて九鼎

を定め、以て王の東都 となす」 と見える(『 太平御覧 』巻158引)。 鄭玄の 「王城譜」

は漢代の学説、特 に古文派のそれを集大成 した ものとなっている 〔注16〕 。

　 このような漢代の学説 には、洛 邑を 「王城」 と漢 の河南県に、成周 を漢 の洛陽県 に結び

つけ、周公の権威において両方 を重んずる という特色がある。王城 と成周は、楊守敬が指

摘す るよ うに 「二 にして一、一に して二」であった 〔注17〕 。 これ は、後漢 の首都が洛

陽であった ことを背景 として考 えるべきだろう。漢儒 にとって、周公の事績 を重んずる こ

とは、 とりもなおさず首都洛陽を周公の都城の直系として位置づける ことであった。

　 また このよ うな漢代の学説は、洛邑について、渥水の東西 という地形的立地よ りも、大

地の中央 としての科学的立地の方 を重視する。 しか しその一方で洛 邑を唯一の都 とはせず、

東西両都のうちの東都 と見なす という点で、いささか複雑で ある。世界の中心 に置かれた

都が東都である ことは、周 という国がそれだけ西の方 にずれていることを意味する。では

西の都は どのよ うに考 えられたのだろうか。

　鄭玄は 『尚書』康詰 に注 して、　 「周の本拠地で あった岐 ・鏑は、五岳 の外 に位置す る。

周公はまつ りごとが不均衡 にな らぬよ う、東の洛 邑に行 き、諸侯 の力を合わせて天子の居

を築いたのだ」 とする 〔注18〕 。岐 山や鏑京 は、確かに西 岳華 山よ りもさらに西 に位置

してお り、五岳に囲まれた中華の中心地か ら外れた場所である。周の東西の都 は、ただ並

列 していたのではな く、時期 的に前後 し、かつ中心 と周縁 という役割を担 っている。

　 『周礼 』の描 く理想の国家像は、世界の中心に置かれた都城 を原点 として、方千里が方

形に区画 され る、幾何学的空間構造 を持っている。 これはあくまでも整然としている反面、

身動きのな らない構造体である。 ここに時期 をず らして東西両都 を持ち込む ことによって、

中心 と周縁 の歴史的ダイ ナミズムが生 まれる。 こうして漢代古文派の儒 者たちは、　 『尚

書』やr左 伝』の歴史的世界 と 『周礼 』の理念的世界の整合的解釈を通 じて、中心 と周縁

のダイナミズムを、王朝 と都のダイナミズムに読み替えていったのである。

lll規 範 としての洛陽

(1)周 公の都の歴史地理

　 周公が造営 したとされる 「九経九緯」 の城郭 は、洛陽周辺の歴史の中で どのよ うに考え

られたのだろうか。 まず周公な どに関わる 「史跡」のいくつかを見てみよ う。

　 周 の武王は股か ら受け継いだ九鼎 を洛 邑に収容 したとされ る。後漢代 には、もとの 「王

城」である河南県の周辺 に、 これに因んだ 「鼎 中観」 という場所が あった。管見の限 り、

『左伝 』の服慶注 に 「今河南に鼎中観あ り」 とあるのが早い例である(『 尚書 』召諾表題

疏引)。 河南県城の東門が 「鼎門」 と呼ばれ、武王が ここか ら九鼎 を運び込んだ とす る説

もある(『 太平御覧 』巻155引 帝王世紀)。

　 周公が大地の中央 を測量 した場所もあった。　 『周礼』地官大司徒の鄭玄注に引く鄭衆の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一38一



説に、　 「地 中」すなわち大地の中央が頴川郡陽城県にあるとされる。陽城県は現在 の河南

省登封県付近 にあた り、洛陽か らは東南にかな り離れた地点で ある。その古跡 は唐代 にも

存在 した 〔注19〕 。 はるか後世、元 の郭守敬が天文観測 を行った観星台が この地 に置か

れたのも、偶然ではあるまい。

　 また成周の故地である漢魏洛陽城内には、　 「狭泉」の跡があった。春秋末年に成周 の城

郭工事のため諸侯が集まった場所である。前 引の 『帝王世紀』の後 文では、狭泉は成周の

東北にあったが、諸侯による城郭拡張工事 の際に壊 された とす る。 このほか、洛陽城内に

は周王の墓 とされる塚 も知 られていた。

　一方 、　 「九経九緯」の城郭については、史跡 らしい史跡が見 当た らない。　 『尚書』召諾

の孔安 国伝は、召公が洛邑の 「城郭 ・郊廟 ・朝市の位処を規度」 したとし、　 『周礼』匠人

に見える都城を ∫王城」の地 に設定 して いる。 また 『逸周書 』作維篇では、周公が ここに

「方千七百二十丈」の城郭 を築 いた とす る 〔注20〕 。 しか し張衡の 「東京賦」では、

「経途九軌、城隅九維」の城郭が成周にあったとしている(『 文選 』巻3)。 後漢の都洛

陽を称えるために、 『周礼』の都城 を漢 の洛陽城 に持ってきたよ うである。結局周公の城

郭は、変遷 を遂げて漢代の 「王城」や成周の跡に直接つながってお り、原形をとどめてい

ないと考え られたのだろう。

　 このよ うに、洛陽の歴史は文献の中だけにあったのではな く、後漢代か ら 「王城」 と成

周、周公に関係す る 「史跡」が次々に生 まれていったよ うである。その存在が、今度 は経

典の注釈や、 『水経注』 『輿地志 』 『括地志 』な ど歴代の地理書にもフィー ドバ ックされ

て、洛 陽の歴史地理が形成 され、定着 していく。 『周礼』の述べる周公の都城はこうして

洛陽の地下に埋 もれ、古都洛陽その ものが歴史の鏡 となっていった。

(2)世 界の中心 に都を置 くこと

　 太和17年(493)9月 、北魏の孝文帝は洛陽を訪れて、晋の宮殿や漢 の太学 の跡など

をめ ぐり、黍離の詩 を詠 じて感動 の涙を流 した。 さらに 「王城」の跡で ある河南を経て平

城に戻 り、翌年 に洛 陽遷都を強行 した(『 魏書 』巻7高 祖紀下)。 　 『魏書 』巻14東 陽王

　伝 には、遷都 に反対する群 臣と帝が交わ した議論が次のように記 されている。

(帝)い ま平城 のある代の地は恒山の北、九州 の外である。だか ら中原 に遷るのだ。

(穆罷)し か し黄帝 は琢鹿 に都 してお ります。 いに しえの聖王が必ず しも中原 に居た

　　　　 わ けではありません。

(帝)黄 帝 は天下が定 まった後は琢鹿か ら河南に遷 って いる。

(東陽王　)遷 都するのな ら、 まず ト笠 して吉凶を占うべきです。

(帝)昔 の周公や召公な らいざ知 らず、今そんな人はいな い。占いな ど無益だ 〔注21〕 。

　 孝文帝は洛陽遷都に当たって、古えの周公 ・召公 を意識 したのはいうまで もない。注 目

され るのは、首都平城が北岳恒 山の北、中華の外れ にあるとすること、そ して天下が定 ま
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ったら中原に居を移すべ きだ とする考え方で ある。前章で紹介 した、周縁か ら中心 に都を

遷す という王朝 と都のダイナミズムを、孝文帝 自身が語 っていることに気づ く。

　洛陽に魅せ られたのは、北周の宣帝 も同様である。大象元年(579)2月 の詔に言 う。

　　河洛の地は、世 に朝市 を称す。上は天に則 りて陰陽の会す るところ、下は地 を紀

　　 して職貢の路均 し。聖人万物阜安なるをもって、乃ち王国を建つ。……一昨、鐸

　　を金傭 に駐め、備さに嘗て遊覧す るに、百王の制度、基趾尚お存す。……宜 しく

　　邦事 を命 じ、旧都を修復すべ し。　 (『周書 』巻7宣 帝紀)

周晴革命 の直前の ことで、洛 陽修復はほ とん ど無益であったが、　 「万物阜安」 など 『周

礼 』を典拠 とする語句や 、洛陽は交通 の便がよい とす る 『漢書』婁敬伝の言葉 もち りばめ

た詔勅 のレ トリックは、後 の時代 にも受 け継がれた。

　例えば階の場帝は、仁寿4年(604)11月 に洛 陽造営を命 じた詔勅で、　 『周礼 』と婁

敬の言葉 を前置き として、

　　古よ り皇王、何ぞ嘗て意を留めざ らん。都 とせざるところ、蓋 し由るあ り。或 い

　　は九州いまだ一な らず、或いはその府庫に困して、作洛の制 いまだ暇あ らざる所

　　以な り。我が有晴の始め、便ち この懐 ・洛 に創め ん と欲すれ ども、 日また一 日、

　　越えて今に蟹ぶ。　 (『晴書』巻3場 帝紀)

という。皇王たるもの、本来は洛 陽に都 を営むべきだが、様々な事情で果たせないで きた

としている点が興味深 い。劉宋 ・雷次宗 の著 と伝え られ る 『五経要義』に、　 「王者命 を受

け、創始建国すれば、都を立てて必ず中土(=土 中)に 居る」　 (『初学記 』巻24等 引)

とある。天命を受けた王者は必ず洛陽に都 を置かねばな らないとす る説が、六朝時代 に存

在 したことが知 られる。 これ は、前章で紹介 した漢儒 の説を、中国の南北分裂 とい う状況

の中で変奏した考え方である。 ここでは、周縁 と中心のダイナ ミズムか ら、中華の中心そ

の ものの再設定へ と重心が移動 している。洛陽の都 に対す る希求は、有徳の王者 による大

統一へ の切実な期待に直結 して いた。

　 顕慶2年(657)12月 、唐の高宗は洛 陽を東都 とする詔勅を手ずか ら認め、　 「二京の

盛んなる、そ の来たること昔よ りす。此の都は宇宙 に心 た り、賦貢を四方に通 じ、風雨 を

交 えて 、均 しく万国 を朝宗 す」 として いる(『 旧唐書 』巻4高 宗紀 上、　 『初学記 』巻

24)。 宇宙の中心である洛陽 を東都 とす る ことは、周公の故事 を再現す ることである。

さ らに光宅元年(684)、 則天武后は洛陽を 「神都」 とし、万歳登封2年(696)に は巨

大な九鼎を作 り、一大ページェン トを行 って洛 陽宮 に収めている(『 旧唐書 』巻6則 天

武后紀 、巻22礼 儀志二)。 国号 を 「周」 とした武后が、洛陽を特に重んず るのは当然で

あ り、九鼎の派手な儀式 も欠かせなかったのだ ろう。

　 周知のよ うに階唐の洛陽城は、天の川 に見立て られた洛河を挟んで、南北に展開する形

状 を持って いる 〔注22〕 。 このよ うなプ ランめ前例 としてあげる ことができるのは、滑

水 を天の川に見立てて行われた、始皇帝 による成陽の拡張だけである。 もちろん階唐の為
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政者が始皇帝 を見習 うはず もない。天文 に範を取った階唐洛陽城のプランは、洛陽が世界

の中心 に位置する ことを強 く主張 して いる。それが、鏑京 と同 じく中華の西 に偏 って位置

す る長安城 との決定的な違いであ り、両者が異なるプランを持ったのは当然 といってよい。

　玄宗 は即位間 もない先天2年(713)に 東都に行幸 した。その際の制書 に、　 「周公景 を

測 り、宴 に土 中という。六気の交わる所 を総べ、万方の来貢を均 しくす。魚塩 を潅海に引

き、杭綜 を呉越 に通ず。 かの洛滴 を謄 るに、長 く阻餓 な し」 とい う(『 冊府元亀 』巻

113)。 周公の事績を引いて洛 陽を世界の中心 としつつ、そ の物流の利便性 を強調 してい

る。周知のように、唐代 の長安は食糧補給に難があ り、皇帝は百官を率いて しばしば洛陽

に行幸 している。洛陽の恵 まれた食糧事情は直接には大運河のおかげだが、それ も元 を質

せば周公の遺徳なのである。以後五代か ら北宋にか けて、洛陽は時に首都 として、または

首都開封 に対する 「西京」 として、相変わ らず特別な都市であ り続けた。

(3)正 しい都城の造 り方

　都城 は場所選びだけでな く、その造 り方 も正 しくな くて はな らない。　 『尚書』召詰で、

周公が書類をもって諸侯 に洛邑造営の工事分担を割 り当てた ことが、歴史的先例の第一で

ある。 もっとも周公の洛邑造営は春3月 に行 われた とされ、労役徴発が農繁期に重な る

ことにな って しまう。　『周礼』天官家宰の疏 によれ ば、洛 邑造営は武王の遺志を実現す る

特別事業で あ り、通常の法 をもって非難するには当た らな いとされているが 〔注23〕 。

その点も含めて模範例 とされるのが、 『左伝』昭公32年 冬11月 、晋が周の敬王のため

に行った成周の築城工事で ある。　 「城壁の高さ ・厚 さ ・堀 の深さを計 り、土 を取 る場所 を

決め、工期 と労働 力、費用や食料を量 り、書類 にして諸侯 に割 り当」て、30日 で工事 を

完 了した という 〔注24〕 。

　歴代 の正史 にも、都城造営に動員 された労働力や工期が記 され ることがある。　 『漢書 』

巻2恵 帝紀 によれ ば、恵帝3年(前192)春 に30日 間、　 「長安六百里内の男女十四万六

千人を発 して」長安の築城が行われ、6月 には 「諸侯王 ・列侯 の徒隷二万人」が動員され

た。5年(前190)正 月にも 「長安六百里内の男女十四万五千人」が、30日 間の築城工

事 を行 い、9月 に全体が完成 している。

　 また 『漢書 』巻99王 芥伝上では、平帝元始4年(後4)に 王芥が明堂 を造営 した際に、

「十万の衆並びに集 い、平作す ること二旬にして大功畢成す」 と賞賛 されて いる。王葬が

帝位 を奪お うとしていた時期の世辞追従の類だが、それだ けに 「10万 人のボランティア

がたった20日 で完成させた」 ことを偉業 としている点が興味深い。

　北魏の洛陽では、宣武帝の景明2年(501)9月 に 「畿 内の夫五万人を発 して京師三百

二十三坊 を築き、四旬に して罷む」 という例がある(『 魏書 』巻8世 宗紀)。 さ らに前

節で も取 り上げた、北周宣帝による洛陽修復(大 象元年=579)で は、　 「山東諸州の兵を

発 し、一月の功 を増 して四十五 日の役 とな して、洛 陽宮 を起つ」 とい う(『 周書 』巻7
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宣帝紀)。30日 以上の労役動員が非難に値 した ことがわかる。

　 このよ うな例か ら見 ると、漢長安城の造営の際に、近隣地域か らの労働 力動員が30日

で終わっていることは、改めて考えてみる必要がある。前漢恵帝の時代には、 『左伝』や

『周礼』が書物の体をな していたかどうかさえ不明であ り、為政者を拘束す るよ うな権威

を持ってはいない。 この記事 は 『漢書 』が明 らかに後世の判断基準を遡及させて、諸侯へ

の割 り当てと30日 間の労役 とい う要素を、選択 的に記述 したものである。それ によって

漢長安城は、政治倫理的に 「正 しい」都城の系譜に位置づ けられている。都城のプランが

『周礼 』の都城に似ているか否かは、もとよ り問われ るべ くもないのである。

おわ りに

　以上、洛陽の歴史 と 『周礼』な どの経典解釈 との関わ りを中心に論じてきた。最後に所

論 を整理 してお こう。

　西周の初め、成王の下で召公 ・周公 によって築かれた洛 邑と成周が、洛陽の始 ま りとさ

れ る。 しか し 『尚書 』や 『春秋左氏伝 』の半ば伝説化 された史料か らは、洛 邑と成周、ま

た周の本拠地 に置かれた鏑京 との関係 は必ず しも明瞭ではない。春秋時代の 「王城」 と成

周、戦国時代末の周の東西分裂 を経て、秦の占領にタって洛陽が誕生す るまで、多 くの史

料的空白を含みなが ら、洛陽の古代史 は複雑 に展開した。

　前漢末 に世に知 られるようになった 『周礼 』は、洛 邑に築かれた方 九里、九経九緯の都

城 を世界の中心 として、方形に区画された空間を天地春夏秋冬の六官が治める、幾何学的

に整然 とした理想国家 を描 いている。漢代の儒者たち、特 に鄭玄を代表 とする古文派は、

『尚書』や 『左伝』の描 く歴史 と 『周礼 』の理念 とを整合的に解釈 しようとした。その結

果西周の歴史は、東都洛邑と西都鏑京が、中心 と周縁 の動的関係に位置づけ られ、王朝 と

都 の歴史的ダイナミズムの原初形態 として描かれ る。そ して後漢の都洛 陽は、周公の都の

直系として聖化 された。

　一方、　 『周礼』考工記匠人の条 に述べ られる天子 の都城プランは、テキス トの矛盾や漢

代の多様な学説の存在 もあって、唐代の 『五経正義』な どに至って も、なお解釈の定 まら

ない部分 を残 した。周公の都城は詳細不明のまま、いわ ば洛陽の地下で眠 りについたので

あ り、匠人の条の記述があ らゆる都城 のマニ ュアル的な規範 とされた とは考えに くい。

r周 礼』だけでな く、　 『尚書 』や 『左伝 』を含 む洛陽の歴史全体が、都城造営の豊かな範

例で あった。都城が 『周礼』の周 りを回っていたのではな く、　 『周礼』が洛陽の周 りを回

って いたのだ、と言い換えて もよい。

　 西晋滅亡後の分裂時代にな ると、世界の中心 としての洛陽はかえって重みを増す。有名

な北魏孝文帝の洛陽遷都は、漢儒 の述べた歴史的ダイナミズム を自ら演 じよ うとする一面

を持 っていた。 さらに六朝か ら晴唐時代にかけて、世界の中心である洛陽に都 を営む こと

が、王者たる ものの務めであるとさえ意識 された形跡がある。洛河 を天の川に見立てた晴
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唐洛陽城の城郭プランは、 この王者の規範の雄弁な表現形だったと考えられ る。

　 このような洛陽城の造営が進 め られて いた、唐の高宗か ら則天武后 の時期 に、 日本にお

いて も本格的な都城造営が始まる。特 に藤原京の平面 プランには、 『周礼』匠人の記述 の

影響が見 られ るとされている。仮 にそ うだ とす ると、本稿で見てきたような、洛陽への こ

だわ りという歴史 的文脈を欠いた 『周礼 』の解釈が、 日本のよ うな外 国でいかにな された

のだろうか。 『五経正義』な どが、権威 ある学説を提示 した直後 に当たるだけに、なおさ

ら興味深 いところで ある。 日本古代史 における都城論の今後の進展に期待 したい。

注

〔1〕　　 『後漢書 』列伝巻25鄭 玄伝、質公彦 「序周礼廃興」　 (『周礼注疏 』序)参 照。

〔2〕　 地図 と説明は、 ロータール ・フォン ・ファルケンハ ウゼ ン(吉 本道雅訳)『 周代

　　　　中国の社会考古学 』　 (京都大学学術 出版会、2006年)p.143に よる。

〔3〕　　 r尚書 』召詰

　　　　惟二月既望、越六 日乙未 、王朝歩 自周則至干豊 、惟太保先周公相宅、越若来、三

　　　　月惟丙午舳、越三 日戊 申、太保朝至干洛、 卜宅。豚既得 卜、則経営。……周公朝

　　　　至干洛、則達観干新 邑営、……周公乃朝用書、命庶股、侯、旬、男、邦伯。豚既

　　　　命股庶、庶股　作。保乃以庶邦家君、出取幣、乃復入、錫周公日、拝手稽首、旅

　　　　王若公、王来紹上帝、 自服干土 中。

　　　　同、洛諾

　　　　 (序)召 公既相宅 、周公往営成周、使来告 卜、作洛諾。

　　　　周公拝手稽首 日、……予惟 乙卯、朝至干洛師、我 卜河朔黎水。我乃 卜澗水東、涯

　　　　水西、惟洛食、我又 卜灌水東、亦惟洛食、件来以図、及献 卜。

〔4〕　 　 『漢書 』巻43婁 敬伝

　　　　敬説日、　 「陛下都維陽、豊欲与周室比隆哉」。上日 「然」。敬日、　 「陛下取天下

　　　　与周異。周之先 自后稜、尭封之郁、積徳禁善十余世。……及文王為西伯、断虞茜

　　　　訟、始受命、呂望 ・伯夷 自海浜来帰之。武王伐紺、不期而会孟津上八百諸侯 、遂

　　　　滅股。成王即位、周公之属傅相焉、乃営成周都各佳、以為此天下中、諸侯四方納貢

　　　　職、道里鈎　。有徳則 易以王、無徳則易以亡。凡居此者、欲令務以徳致人、不欲

　　　　阻険、令後世驕奢以虐 民也。及周之衰、分而為二、天下莫朝周、周不能制。非徳

　　　　薄、形勢弱也。……」高帝問撃 臣、華臣皆山東人、争言周王数百年、秦二世則亡、

　　　　不如都周。上疑未能決。及留侯明言入関便、即 日駕西都関中。

〔5〕　　 『春秋公羊伝 』定公12年 伝 「邑無百維之城」

　　　　雅者何。五板而堵(八 尺日板、堵凡四十尺)、 五 堵而矩i(二 百尺)、 百雅而城

　　　　 (二万尺、凡周十一里三十三歩二尺。公侯之制也。礼、天子千維、蓋百維之比十。
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　　　 伯七十維、子男五十錐。天子周城、諸侯軒城。軒城者欠南面以受過也)。

　　　　(徐彦疏)解 云 「天子周城、諸侯軒城」者、春秋説文。云 「欠其南面以受過也」

　　　 者、正以諸侯軒県 閾南方、則雑軒城亦宜然。案 旧古城無如此者。蓋但孔子設法如

　　　 是、後代之人不能尽用故也。或但不設射垣以備守。故 日 「欠其南面以受過」、不

　　　 妨傍有城。

〔6〕　　 r春秋左氏伝 』隠公元年疏引許慎五経異義 「……古周礼及左氏説、一丈為板、板

　　　 広二尺、五板為堵。一堵之矯長丈高丈、三 堵為維 、一雑之縞長三 丈高一 丈。 …

　　　 …」

〔7〕　　 『毛詩注疏』小雅鴻膓 「之子干垣 、百堵皆作」　 (疏)鄭 駁異義弁之云 「……古之

　　　 雑制、書伝各不得其詳。今以左氏説、鄭伯之城方五里、積千五百歩也。大都三 国

　　　 之一、則雑五百歩也。五百歩為百雑、則知維五歩。五歩於度長三丈、則維長三 丈

　　　 也。雑之度量於是定知　」。

〔8〕　　 『周礼』天官家宰序官

　　　 惟王建国(建 立也。周公居摂而作六典之職、謂之周礼、営邑於土 中、七年致政、

　　　 成王以此礼授之使、居維 邑治天下)、 弁方正位(弁 肘也。鄭 司農云、別 四方正君

　　　 臣之位 、君南面 臣北面之属)、 体国経野(体 猶分也。経謂為之里数。鄭 司農云 、

　　　 営国方九里、国中九経九緯、左祖右社、面朝後市、野則九夫為井、四井為 邑之属

　　　 是也)、 設官分職、以為 民極。乃立天官家宰、使帥其属、而掌邦治、以佐王均邦

　　　 国。

〔9〕　　 『周礼』地官大 司徒 「大 司徒之職、……以土圭之法測土、深正 日景、以求地 中。

　　　 ……然則百物阜安、乃建王国焉。制其畿方千里、而封樹之。」

〔10〕　 『周礼 』冬官考 工記

　　　 匠人建国、水地以県、置藥以県 、砥以景為規、識 日出之景与 日入之景、昼参諸 日

　　　 中之景、夜考之極星、以正朝夕。

　　　 匠人営国、方九里、労三門、国中九経九緯、経徐九軌。左祖右社、面朝後市、市

　　　 朝一夫。……王宮 門阿之制五鮭 、宮隅之制七維、城隅之制九雑。

　　　 経徐九軌、環徐七軌、野徐五軌。門阿之制、以為都城之制。宮隅之制、以為諸侯

　　　 之城制。環徐以為諸侯経徐、野徐以為都経徐。

　　　 匠人為溝血、粕広五寸、二粕為綱、一綱之伐、広尺深尺、謂之田《、田首倍之、広

　　　 二尺深二尺、謂之遂。九夫為井、井間広四尺深四尺、謂之溝。方十里為成、成間

　　　 広八尺深八尺、謂之油。方百里為同、同間広二尋深二初謂之檜。……

〔11〕　　 『周礼 』春官典命

　　　 典命掌諸侯之五儀 、諸 臣之五等之命。上公九命為伯、其国家宮室車旗衣服礼儀 、

　　　 皆以九為節。侯伯七命、其国家宮室車旗衣服礼儀、皆以七為節。子男五命、其 国

　　　 家宮室車旗衣服礼儀、皆以五為節。
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　　　　(鄭注〉公之城蓋方九里、宮方九百歩。侯伯之城蓋方七里、宮方七百歩。子男之

　　　 城蓋方五里、宮方五百歩。

　　　　(疏)既 云国家宮室以九以七以五為節、以天子城方十二里而言。此九七五亦当為

　　　 九里七里五里為差契。但無正文故言蓋、以疑之也。……若周天子十二里、則 匠人

　　　 云九里或拠異代法。以其匠人有夏股法故也。

〔12〕　 『毛詩注疏』大雅文王有声 「文王受命、有此武功、既伐干崇、作 邑干豊、文王蒸

　　　 哉。築城伊減、作豊伊匹」　 (伝)減 、成溝也。

　　　　(鄭 箋)方 十里日成、減其溝也。広深各八尺。……文王受命、、而猶不 自足築豊 邑

　　　 之城、大小適与成偶、大於諸侯 、小於天子之制。

　　　　(疏)書 伝云 「古者百里之国九里之城、七十里之国五里之城、五十里之国三里之

　　　 城」註云 「玄或疑焉。周礼 匠人、営国方九里、謂天子之城。今大国九里、則与之

　　　 同。然則大国七里之城、次 国五里之城、小国三里之城為近耳。或天子実十二里之

　　　 城、諸侯大国九里、次国七里、小国五里」。是鄭両解之事也。以匠人典命倶是正

　　　 文故、不敢敦定。

〔13〕　　 『春秋左氏伝 』隠公元年疏

　　　 周礼冬官考工記匠人、営国方九里、労三門、謂天子之城。天子之城方九里、諸侯

　　　 礼当降殺、則知公七里、侯伯五里、子男三里。以此為定説也。但春官典命職乃称 、

　　　 上公九命、侯伯七命、子男五命、其国家宮室車旗衣服礼儀、皆以命数為節。鄭玄

　　　 以為、国家国之所居、謂城方也。如典命之言、則公 当九里、侯伯七里、子男五里。

　　　 故鄭玄両解之。其注尚書大伝、以天子 九里為正説、又云或天子之城方十二里。詩

　　　 文王有声箋言、文王城方十里、大於諸侯、小於天子之制。論語注以為公大都之城

　　　 方三里。皆以為天子十二里、公九里也。其駁異義又云、鄭伯城方五里。以匠人典

　　　 命倶正文、因其不同、故両 申其説。今杜無二解 、以侯伯五里為正者、蓋以典命所

　　　 云国家者、 自謂国家所為之法礼儀之度、未必以為城居也。

　　　 また 「異代の法」 については 〔注11〕 参照。

〔14〕　　 〔注4〕 参照。

〔15〕　　『漢書 』巻28地 理志下

　　　 周地、柳 ・七星 ・張之分野也。……昔周公営維 邑、以為在干土中、諸侯蕃屏四方、

　　　 故立京師。至幽王淫褒姐 、以滅宗周、子平王東居維邑。……初維 邑与宗周通封畿

　　　　(師古 日、宗周、鏑京也。方八百里、八八六十四、為方百里者六十四也。雛 邑、

　　　 成周也。方六百里、六六三十六、為方百里者三十六。二都得百里者、方千里也。

　　　 故詩云邦畿千里)、 東西長而南北短、短長相覆為千里。

　　　 同、地理志上　河南郡

　　　 維陽、周公遷股民、是為成周。春秋昭公三十二年、晋合諸侯干狭泉、以其地大成

　　　 周之城、居敬王。
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　　　 河南、故郊廓地。周武王遷九鼎、周公致太平、営以為都、是為王城。至平王居之。

〔16〕　 『春秋左氏伝 』昭公32年 、晋 による成周築城の際の敬王の言葉で、成王が成周

　　　 を 「東都」 としたとされている。漢儒は これ には こだわっていない。　 〔注24〕

　　　 参照。

〔17〕　 『水経注疏 』巻15洛 水 「又東北過河南県南」　 (疏)守 敬按 、……則成周乃東都

　　　 総名。河南、成周之王城也。洛陽、成周之下都也。……騨氏蓋有見干此 、故干河

　　　 南 ・洛陽両県、分 引其説、以示王城 ・成周二而一、一而二之意。

〔18〕　 『周礼』地官大司徒疏

　　　 案康詰云 「惟三 月哉生塊、周公初基作新大 邑干東国洛、四方之民大和会」、注云

　　　　「岐鏑之域、処五岳之外、周公為其於政不均、故東行於洛邑、合諸侯謀 、作天子

　　　 之居、四方民聞之同心來会、楽即功作、効其力焉」。

〔19〕　　 『周礼 』地官大 司徒 「以土圭之法測土 、深正 日景、以求地中」　 (鄭注)鄭 司農

　　　 云、土圭之長尺有五寸、以夏至之 日立八尺之表、其景適与土圭等、謂之地 中。今

　　　 穎川陽城地為然。　 (疏)頴 川郡 陽城県 、是周公度景之処、古跡猶存。

〔20〕　 『逸周書 』作維

　　　 周公敬念干後 日、予畏周室不延偉 中天下、及将致政、乃作大 邑成周干土 中。立城

　　　 方千七百二十丈、郭方七十里、南繋干維水、北因干郊 山、以為天下之大湊(清 ・

　　　 朱右曽注　愚謂、王城在今河南府城西北。古者六尺四寸為歩、三百歩為里。一里

　　　 長百九十二丈。依孜工記国方九里、当云千七百二十八丈、今略奇数耳)。

〔21〕　　 『魏書』巻14東 陽王　伝

　　　 及高祖欲遷都 、臨太極殿。……高祖 日 「……今代在恒山之北、為九州之外、以是

　　　 之故、遷干中原」。　 (穆)罷 日 「臣聞黄帝都琢鹿。以此言之、古昔聖王、不必悉

　　　 居 中原」。高祖日 「黄帝以天下未定、居干琢鹿、既定之後 、亦遷干河南」。……

　　　 　日 「……凡欲遷移 、当訊之 卜笠、審定吉否、 自後可」。高祖謂　日 「……昔周

　　　 郡 卜宅伊洛、乃識至兆。今無若斯之人、 卜亦無益。……」。

〔22〕　 r新 唐書 』巻38地 理志二河南府東都原注

　　　 宮城在皇城北、……以象北辰藩衛、 日紫微城、武后号太初宮。……都城前伊闘、

　　　 後拠郎山、左渥右澗、洛水貫中、以象河漢。

〔23〕　 r周 礼』天官家宰疏 「案 左氏荘公伝云 「水昏正而栽」 、知是十月始興土功。今於

　　　 三 月為洛 邑者、左伝用十月、是尋常法s今 建王城、遠述先君之志、是興作大事、

　　　 不可以常法難之也。」

〔24〕　 r春 秋左氏伝』昭公32年

　　　 秋八 月、王使富辛与石張如晋、請城成周。天子日 「……昔成王合諸侯城成周、以

　　　 為東都、崇文徳焉。今我欲微福仮霊干成王、修成周之城。……」冬十一月、晋魏

　　　 箭 、韓不信如京師、合諸侯之大夫狭泉、尋盟、且令城成周。……己丑、士彌牟営
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成周、計丈数、度厚薄、例溝血、物土方、議遠逓、量事期、計徒庸、慮材用、書

鹸糧、以令役於諸侯。属役賦丈、書以授帥、而敷諸劉子。韓簡子臨之、以為成命。

同、定公元年伝 「城三旬而畢、乃帰諸侯之戌」。
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